






みえ福祉サービス第三者評価を受審する事業所の負担軽減について 

 

介護事業者又は障害福祉サービス事業所等が、みえ福祉サービス第三者評価

を受審すると、３年に１回の監査が４年に１回に延長される場合があります。 

 

 

利用申込者等への説明事項について 

 

 厚生労働省の介護保険サービスに係る基準通知の改正により、介護保険サー

ビスに係る事業所は、サービス提供の開始に当たって、あらかじめ、利用申込

者又はその家族に対して、「第三者評価の実施の有無」、「実施した直近の年月日」

等を、サービスの選択に資すると認められる重要事項として説明するものとさ

れています。 

 さらに、介護サービス情報公表システムにおいても、平成３０年度のシステ

ム改修において、第三者評価の受審状況の表示等が予定されています。 

 

 また、厚生労働省の障害福祉サービス等の運営に関する基準等の解釈通知の

改正により、障害福祉サービス等に係る事業所は、サービス提供の開始に当た

って、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対して、「第三者評価の実施の有

無」、「実施した直近の年月日」等を、サービスの選択に資すると認められる重

要事項として説明するものとされています。 

 

 


